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会 議 次 第 

１．開  会 

２．会長挨拶 

３．市長挨拶 

４．審議事項 

守谷市地区計画の変更（案）について 

（１）けやき台ユーシティ地区計画の変更（案）について 

（２）美園地区計画の変更（案）について 

５．報告事項 

松並・原東土地区画整理事業に関わる都市計画決定案件の今後

の予定について 

６．閉 会 
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平成２３年６月３０日 会 長 田 島 學 



審審審審        議議議議        経経経経        過過過過    

１．開会 

 

２．会長挨拶 

 

３．市長挨拶 

 

４．審議事項 

守谷市地区計画の変更（案）について 

（１）けやき台ユーシティ地区計画の変更（案）について 

事務局： けやき台ユーシティ地区計画の変更についてご説明します。本案件は， 

平成２３年２月１４日に告示された用途地域の変更に伴い，地区の特性を

活かしたきめ細やかな土地利用の誘導と，将来にわたった良好な市街地の

形成を図るため地区計画の変更を行うものです。 

まず，位置関係についてご説明します。こちらがつくばエクスプレス， 

関東鉄道常総線，常磐高速自動車道，国道２９４号，常総ふれあい道路，

県道守谷流山線です。青色で示しています南守谷特定土地区画整理事業地

内の一部，赤色で示したけやき台ユーシティ地区が，今回の「地区計画の

変更」の対象区域です。 

次に，南守谷特定土地区画整理事業についてご説明します。南守谷地区

は，首都圏の住宅・宅地供給の一端を担い，同時に無秩序な市街化を防止

し，良好な市街地を形成するため，昭和４８年２月に土地区画整理事業の

都市計画決定，昭和５４年１月に事業認可を受け，南守谷特定土地区画整

理事業を実施しています。施行者：ＵＲ都市機構（旧住宅・都市整備公団），

施行期間：昭和５３年度から平成３年度，施行面積：１５８．９ｈａ,計画

人口：１７,０００人，事業費：３３０億円の事業です。 

続いて，けやき台ユーシティ地区の土地利用計画と用途地域についてご

説明します。けやき台ユーシティ地区は，土地区画整理事業において緑色

で示しました計画住宅用地とピンク色で示しました商業・業務用地として

土地利用が計画され，それぞれ第１種中高層住居専用地域，近隣商業地域

に指定されましたが，社会情勢等の変化により戸建住宅地として一体的に

整備されることになりました。この整備にあたり，ユニバーサルデザイン

を理念とした快適な都市環境の創出と緑豊かな環境を活かした魅力的な街

並みの形成を目的として，平成１６年２月，けやき台ユーシティ地区計画

を都市計画決定しました。 

この地区計画は，住宅Ａ，住宅Ｂ，住宅Ｃ地区と３地区に区分し，それ

ぞれ制限をかけております。緑色で示しました住宅Ａ地区は，ゆとりのあ



る低層戸建住宅を中心とした土地利用を図るため，店舗等の立地を制限し

ています。黄色で示しました住宅Ｂ地区は，住宅Ａ地区に準じております

が，遊歩道の沿道に店舗等が立地できるような緩やかな制限となっていま

す。今回変更する，ピンク色で示しました住宅Ｃ地区は近隣商業地域であ

るため，住宅Ａ地区と同様な土地利用が図られるよう制限を設けていまし

た。 

その後，平成１９年度に実施された都市計画基礎調査の結果を踏まえ，

平成２３年２月，現況の土地利用にあわせ用途地域を近隣商業地域から周

辺と同様の第１種中高層住居専用地域に変更を行いました。 

この用途地域の変更により，住宅Ａ地区と同様の用途地域に変更された

ことから，住宅Ｃ地区約０．５ｈａを廃止し，住宅Ａ地区に変更するもの

です。地区ごとの面積の内訳は表のとおりとなります。 

会 長： ご質問ありますか。 

Ａ委員： 今回変更する区域の土地は，変更前に売買されたのですか。また，変更

による価格差はありますか。 

事務局： 売買の時期についてはわかりませんが，用途地域及び地区計画が変更さ

れる前の売買であっても，地区計画により，現在とほぼ同様の第１種中高

層住居専用地域並みの規制となっていますので，変更による価格差ほとん

どないと思われます。それよりも接する道路による価格差の方が大きいと

想定されます。また，用途地域の変更の際に，すべてのお宅に個別説明を

行い，了承をいただいています。 

会 長： 住宅Ｂ地区は中高層建築物が立地する可能性はありますか。 

事務局： 地区計画により１０ｍの高さ制限があるため可能性はありませんが，店

舗等が立地する可能性はあります。 

Ａ委員： 建築物等の形態又は意匠の制限の項目に「刺激的な色彩又は装飾を用い

ないものとする。」とありますが，具体的に色番等の基準はありますか。 

事務局： 具体的な基準はなく，主観的なものです。 

会 長： 他にご質問ありますか。 

     【質問なし】 

会 長： それでは，けやき台ユーシティ地区計画の変更（案）を原案として承認

します。 

 

（２）美園地区計画の変更（案）について 

事務局： 続いて『美園地区計画の変更』についてご説明します。本案件もけやき

台ユーシティ地区計画の変更同様，平成２３年２月１４日に告示された用

途地域の変更に伴い，地区計画の変更を行うものです。 



まず，位置関係についてご説明します。画面右下，赤色で示しています

美園地区が，今回の「地区計画の変更」の対象区域です。 

次に，美園地区の土地区画整理事業についてご説明します。美園地区は，

首都圏における住宅地供給促進の一環として，良好な住環境の住宅地と商

業系の施設用地とが調和するような市街地を形成するため，平成５年５月

に土地区画整理事業の都市計画決定，平成５年９月に事業認可を受け，守

谷町乙子高野土地区画整理事業を実施しています。施行者：土地区画整理

組合，業務代行者：三井不動産株式会社，施行期間：平成５年度から平成

１１年度，施行面積：３３．０ｈａ，計画人口：３,３００人，事業費：１

２３億円の事業です。 

続きまして，美園地区の土地利用計画と用途地域についてご説明します。

美園地区の土地利用計画は地区の大半を占める緑色で示しました低層住宅

街区，黄色で示しました沿道サービス施設街区，ピンク色で示しました商

業・業務街区の３つに分かれています。この土地利用計画に基づき，平成

７年１１月に，低層住宅街区が第１種中高層住居専用地域及び第１種低層

住居専用地域，沿道サービス施設街区が第１種住居地域，商業・業務街区

が近隣商業地域に指定されました。 

次に，美園地区計画についてご説明します。美園地区計画は，一部の土

地の使用収益の開始に伴い，適正かつ合理的な土地利用等の誘導，規制を

図り，各土地利用における良好な市街地環境の創出と魅力的な街並みを形

成するため，平成８年３月，用途地域と同等に，美園地区計画を都市計画

決定しています。 

この地区計画は，一般住宅地区，沿道地区，センター地区の３つに区分

されています。緑色で示しました一般住宅地区は，一戸建ての専用住宅を

主体として，快適な相隣環境を有する個性的かつ魅力的な街並みの形成を

誘導する制限内容となっています。黄色で示しました沿道地区は周辺の低

層住宅地が幹線道路から受ける影響を緩衝する機能を有するとともに，幹

線道路の沿道に相応しい街並みの形成を誘導する制限内容となっていま

す。今回一部変更する，ピンク色で示しましたセンター地区は，多様な機

能性を持つ賑わいのある街並みの形成を誘導する制限内容となっていま

す。 

次に，現在の土地利用状況についてご説明します。緑色で示しました低

層住宅街区には戸建住宅，黄色で示しました沿道サービス施設街区にはコ

ンビニエンスストアやガソリンスタンド，ピンク色で示しました商業・業

務街区にはドラッグストアーやカーディーラー，概ね土地利用計画どおり

の状況となっています。しかし，商業・業務街区の一部においては，社会



情勢等の変化により戸建住宅地として整備が行われました。 

このため，近隣商業にありながら，住宅地としての良好な環境を維持す

るため平成１３年１０月，美園センター地区建築協定が認可され，第１種

低層住居専用地域及び一般住宅地区と同等の制限内容となりました。 

その後，平成１９年度に実施された都市計画基礎調査の結果を踏まえ，

平成２３年２月，現況の土地利用にあわせ用途地域を近隣商業地域から第

１種低層住居専用地域に変更を行いました。 

この用途地域の変更により，一般住宅地区と同様の用途地域に変更され

たことから，地区計画のセンター地区の一部，約１．１ｈａを一般住宅地

区に変更するものです。地区ごとの面積の内訳は表のとおりとなります。 

また，現行の地区計画では，一般住宅地区の建ぺい率が４/１０となって

おりますが，建築協定に定められている「建築基準法第５３条第３項第２

号に該当するものにあっては，５/１０」を追加いたします。これは，一般

的に建ぺい率の角地緩和と呼ばれ，街区の角にある敷地で特定行政庁が指

定する基準内の建築物の建ぺい率には１０％が加算される制度です。 

なお，本案件の地区計画の変更によりまして，美園センター地区建築協

定による制限内容が用途地域及び地区計画の制限内容で網羅されることか

ら建築協定の廃止を所有者等に提案する予定です。 

最後に，今後のスケジュールについてご説明いたします。７月９日説明

会，７月下旬～８月上旬原案の公告縦覧，８月上旬～８月中旬意見書提出

期間を設け，意見書の提出があった場合は８月下旬市都市計画審議会，１

０月上旬～中旬案の公告縦覧，１０月下旬市都市計画審議会，１１月中旬

知事同意，都市計画決定告示，１２月中旬条例改正告示の予定となってい

ます。ただいま説明させていただいた地区計画の変更（案）を原案として

今後の都市計画の手続きを進めてよろしいかどうか，ご審議をよろしくお

願いします。 

Ｂ委員： 今回センター地区から一般住宅地区に変更する区域は，商業施設の誘致

を断念したということでしょうか。 

事務局： ご承知のとおり，この近くにはジャスコという大規模商業施設がありま

すが，センター地区においても商業施設を誘致することとしました。しか

し,なかなか誘致できなかったという状況にありましたが，進出企業の意向

にあわせた街区構成に対応し，商業施設が立地した経緯があります。その

時に，ふれあい道路に面しない街区は商業施設の立地が難しいと判断し，

住居系の土地利用とするため，建築協定を定め，戸建住宅として販売した

のが現実です。 

Ｂ委員： 変更後のセンター地区の面積で，センター地区としての機能が維持でき



るのですか。 

事務局： 変更後の面積は約２．８ｈａとなりますが，センター地区としての機能

を維持するには十分な面積であると思います。また，現在出店中の店舗が

撤退した場合にも，日常品を購入するような生活利便施設等が立地するに

は十分な面積であると考えます。 

会 長： 他にご質問ありますか。 

     【質問なし】 

会 長： それでは，美園地区計画の変更（案）を原案として承認します。 

 

５．報告事項 

松並・原東土地区画整理事業に関わる都市計画決定案件の今後の予定について報 

告しました。 
平成２３年 ８月  市都市計画審議会（報告） 

９月  説明会 

      １０月  原案の公告縦覧 

      １１月  意見書処理期間（必要に応じて公聴会） 

平成２４年 ２月  案の公告縦覧 

       ３月  市・県都市計画審議会（諮問・答申） 

４月  都市計画決定告示 

６月  条例改正告示（地区計画） 

 

６．閉会 

 


